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「自分だけは大丈夫」と

思っていませんか？
暮らしサポート

い や や

司法書士による無料相談

　村消費生活センター（消費生活相談全般）☎８８５－７１４１（直通）
　月・水・木・金　午前９時～正午、午後１時～４時
（相談の受付は、午前は１１時３０分、午後は３時３０分まで。）
※相談員が不在の場合がありますので、電話でご確認ください。
　消費者ホットライン（全国共通）☎１８８※３桁で繋がります。
　県警悪質商法１１０番（訪問販売や悪質業者に絡む各種相談）
　午前８時３０分～午後５時１５分　☎０２９－３０１－７３７９

消費生活に関する相談は

～以上２件、国民生活センター「見守り新鮮情報」より引用・抜粋～

【ひとこと助言】
・分電盤を含む家庭用の電気設備については、４年に１回の法定点検が電力会社に義務付けられてい
ます。法定点検の場合は、必ず事前に書面で通知の上、登録調査機関の調査員証を携帯した調査員
が来ます。点検後にその場で何らかの契約を勧誘することはありません。

電話がかかってきて分電盤の点検を勧められ了承したところ、業者が来訪した。分
電盤を点検してすぐに「これは古いのですぐに交換しなければ漏電して火事になる」
と言われた。今までトラブルはなかったものの、何十年も交換していなかったため、
信用して約１５万円の交換工事の契約を結び、前金を支払った。しかし、後からよく
考えると高額ではないかと思う。工事を中止してほしい。　　　　　　（８０歳代）

【ひとこと助言】
・国の行政機関や電話会社などをかたる、自動音声ガイダンスやＳＭＳを使った不審な電話に関する
相談が多数寄せられています。

・行政機関や電話会社から、電話を停止することに関して、自動音声ガイダンスやＳＭＳを使って連
絡することは絶対にありません。すぐに電話を切りましょう。

自宅の固定電話に国の行政機関を名乗り「これから２時間後に通信できなくなる」
という電話がかかってきた。非通知設定からの着信だった。突然通信できなくなる
ことはないはずなので、明らかにおかしい。国の行政機関をかたっていると思い電
話を切ったが、他にも同様の電話がかかる可能性があるので情報提供したい。　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７０歳代）

経済的な理由等で国民年金保険料（令和７年度の保険料は月額１７，５１０円）を納めることが困難な場合には、
申請により保険料の納付が免除または猶予となる制度があります。
※任意加入されている方は、制度を利用することができません。
※免除・猶予とも所得制限があり、所得が一定額以下でなければ承認されません。ただし、離職者の方は
　申請の際に雇用保険被保険者離職票等のコピーを提出することで、承認される場合があります。
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年■問合せ　国保年金課☎０２９－８８５－０３４０（内）１１６■問合せ　国保年金課☎０２９－８８５－０３４０（内）１１６

「国民年金保険料」
　納めるのが困難なときは…

「国民年金保険料」
　納めるのが困難なときは…

５０歳未満の方で、本人と配偶者の所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予される制度です。承認さ
れた期間は、将来受け取る年金の受給資格期間には加算されますが、年金受給額には反映されません。

納付猶予制度納付猶予制度

保険料の免除・納付猶予の承認を受けた期間のある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて、年金受
給額が低額となります。しかし、１０年以内に後から納付することで、年金受給額を増やすことができます。
また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。

追納制度追納制度

※一部納付制度の承認期間中に保険料
を納付しなかった場合は、その未納額
および免除額は通常未納した場合と同
じ取扱いとなります。

０円

免除の割合

2 分の１免除

１２，４４０円

８，３００円

4分の１免除

納付する額

本人・配偶者・世帯主の所得が一定額以下の場合、所得に応じ保険料の全額、または一部（３段階に分
かれます）が免除されます。

免除の割合

全額免除

４，３８０円

０円

１３，１３０円

８，７６０円

4分の 3免除 4分の１免除

半額免除

納付する額 免除の割合 納付する額

▼免除の割合と納付する額（令和７年度／月額１７，５１０円の場合）

全額免除制度・一部納付（一部免除）制度全額免除制度・一部納付（一部免除）制度

給額 低額 り す 年以内 後 納付す 年金受給額 増
また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。

～重度心身障がい者・ひとり親家庭のマル福の受給者証をお持ちの方へ～～重度心身障がい者・ひとり親家庭のマル福の受給者証をお持ちの方へ～

新しい マル福の受給者証 を６月下旬に郵送します新しい マル福の受給者証 を６月下旬に郵送します
重度心身障がい者・父子家庭の父子・母子家庭の母子としてマル福制度の対象となっている方の受給
者証は、原則毎年６月末日で更新となります。新しい受給者証を６月下旬に郵送しますので、現在ご
使用の受給者証は、有効期限経過後に各自で責任をもって処分してください。
ただし、下記に該当する方については更新の手続きが必要になります。更新手続きのご案内を６月中
旬に送付しますので、記載内容をご確認のうえ、役場国保年金課までお越しください。

▲

令和７年１月１日時点で、美浦村に本人もしくは扶養義務者の住民登録がない方
市区町村が発行する証明書で令和６年分の所得額・控除額内訳・扶養控除人数の記載
があるもの（令和７年度の所得等証明書、課税証明書等）をご準備ください。▲

本人もしくは扶養義務者の令和６年中の所得の申告がお済みでない方
※この他、必要に応じて窓口にお越しいただく場合があります。

窓口で更新手続きが必要な方は？窓口で更新手続きが必要な方は？


